
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ※平成 22年 11月現在 

               興部町 47.6％   
   紋別市 58.6％  滝上町 74.3％  雄武町 48.2％  西興部村 91.0％ 

 

 

 

         主 な 内 容 

 ■紋別管内における住宅用火災警報器普及率 

 ■なぜ「住宅用火災警報器」が必要なのか？ 

 ■住宅用火災警報器の効果 

 ■住宅用火災警報器の奏功事例 

 ■住宅用火災警報器はどこに取り付けるの？ 

 ■不適切な訪問販売にご注意ください 

 ■住宅用火災警報器の助成事業について 

 



 

 

 

建物火災による死者の約 9割を住宅火災が占め、その約 6割は逃げ遅れによるものです。 

  逃げ遅れが多い理由として、夜間就寝中に発生した火災が多いことも要因となっています。 

  また、住宅火災で亡くなった人の半数以上は 65歳以上の高齢者となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京消防庁の調べによると、死者の発生した住宅火災を「警報器等が作動した火災」と「それ 

以外の火災」で分けると、住宅火災 100件当たり、前者が 1.6件、後者が 4.9件で、「警報器等 

が作動した火災」では死者の発生する確率が 1／3となります。 

 住宅用火災警報器等が奏功し、死者の減少につながったものと思われ、大変有効性があること 

がわかります。 
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   ～北海道で実際にあった事案～ 

       電話にて、「消防のサービスセンターです。住宅用火災警報器の設置 

       が必要なので、１万円振り込んで下さい。設置は今日の昼過ぎに行い 

       ます。」と言われた。担当者名と電話番号を聞くと、「個人情報なの 

    で教えられない」と言い、電話を切られた。 
 

 消防署や市町村が“住宅用火災警報器”などを訪問販売することはありませんし、特定の  

 業者に商品を斡旋したり、販売を依頼することはありませんのでご注意ください。 
 

 

 

 興部町では、新たに設置する 1住戸につき 1器の住宅用火災警報器の購入及び設置に係る費用 

を全額助成しております。この助成事業の期限は 3月末までとなっておりますので、未設置のご 

家庭におかれましては、お早めに設置されますようお願い致します。 

なお、設置には下記の指定登録販売店より購入してください。指定登録販売店以外の店舗から 

購入して各自に設置した場合には助成の対象とはなりません。 

 

 

  ○個人住宅及び借家住まいの方（全世帯が対象）。ただし、公営住宅など、町が管理している 

  住宅は除きます。 
 
 

 

 ○住宅用火災警報器指定登録販売店にて、受付手続・日程調整・取付箇所等の確認を行い、 

 指定登録販売店が補助申請の事務手続きを行う。 
 

    申請者  ⇒  指定登録販売店に設置を依頼（受付手続、日程調整、取付箇所等を確認） 
  
    指定登録業者は  ⇒  取付終了後  ⇒  申請者の委任を受け、補助申請を行う  
            
          ⇒  補助申請内容確認後  ⇒  町より指定登録販売店へ補助金交付  
 
 

 

   ・㈱阿部電気商会        （仲  町 ℡８２－２５２８） 
 ・安藤商店           （沙留港町 ℡８３－２００７） 

   ・ｵﾎｰﾂｸ･ｴｱ･ｳｫ-ﾀｰ･ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱興部ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ （元  町 ℡８２－３３３１） 
   ・興部町農業協同組合（資材店） （仲  町 ℡８２－３３７７） 
   ・㈱マルコウ          （本  町 ℡８２－２０１５） 
   ・河原工業㈱          （春 日 町 ℡８２－２５５１） 
   ・藤田電気商会         （栄  町 ℡８２－３２６２） 
 
 

  ○平成２３年３月３１日まで 

 
 
 
 ○興部町役場 総務課 総務厚生係  ℡８２－２１３１（内線３１４） 

補 助 対 象 者 

申請から購入までの流れ 

指定登録販売店 

問 い 合 わ せ 先 

実 施 時 期 



 

 

  ～北海道で実際にあった事案～ 

   住宅の風呂場から出火、夫婦は寝室で就寝していました。階段に設置して 

   あった住宅用火災警報器が鳴り、目を覚ましたところ、風呂場付近は煙が 

   充満、夫が消火器にて初期消火、奥さんは 119番通報しました。 

   発見が早く、大事には至りませんでした。 
    

 このように住宅用火災警報器は火災の早期発見に非常に有効です。また、住宅火災の死者の  

 多くは逃げ遅れによるものであるため、設置することにより大きな効果が期待できます。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


